
通所リハビリテーションサービス〔介護予防通所リハビリテーション〕重要事項説明書 

＜令和６年１月 １日現在＞ 

１ 事業者（法人）の概要 

名 称 ・ 法 人 種 別 医療法人 藍生会 

代 表 者 役 職 ・ 氏 名 理事長 岡安 美紀生 

所 在 地 ・ 連 絡 先 （住所） 埼玉県加須市岡古井１０７番地 

（電話） ０４８０－６２－３００５ 

（ＦＡＸ）０４８０－６２－７５８３ 

 

２ 事業所（ご利用施設） 

事 業 所 の 名 称 ケア・ビレッジ シャローム 通所リハビリテーション 

事 業 所 番 号 指定事業者番号 １１５３８８００１０ 

所 在 地 〒３４７－００５８  埼玉県加須市岡古井７３番地 

電 話 番 号 ０４８０－６１－３８１０ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０４８０－６１－３８１１ 

管 理 者 の 氏 名 中太 政広 

 

３ 事業の目的及び運営方針 

 （１）事業の目的  

当事業所は、要介護状態〔介護予防にあっては要支援状態〕にある利用者（以下単に「利用者という。」  

に対し、適正な通所リハビリテーション〔介護予防通所リハビリテーション〕を提供することを目的として

います。 

 （２）運営方針 

１ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提

供に努めるものとする。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所の従業者は、要介護者の心身の状況を踏まえて、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを

行うことによって、利用者の「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持回復を図り、もって利

用者の心身機能の維持又は向上を図るものとする。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自

立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行う

ことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は回復を目指すもの

とする。 

４ 事業所は明るく家庭的な雰囲気のもとに、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、

居宅介護支援事者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービ

ス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

５ 事業所は居宅介護支援専門員や各居宅サービス事業所の担当者等がリハビリテーションカンファレン

スの場に参画し、リハビリテーションの観点から利用者主体の日常生活に着目した支援方針や目標、計画

を共有できるよう努めるものとする。 

 



（３）その他 

事 項 内 容 

通所リハビリテーション

サービス計画の作成及び

事後評価 

居宅介護サービス計画に基づき通所リハビリテーションサービス計画を作

成し、説明します。 

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面（サービ

ス報告書）に記載して、ご利用者に説明のうえ交付します。 

従業員研修 施設内研修実施及び外部研修（県、県社会福祉協議会、全国老人保健施設協

会、埼玉県介護老人保健施設協会等）に参加しています。 

４ 施設の概要 

 （１）利用定員    １０名 

（２）主な設備 

  食堂、機能訓練室、浴室（一般浴、器械浴、スロープ浴、シャワー浴）、診察室、談話スペース 

  洗面所、トイレ（一般、障害者用） 

 

５ 施設の職員体制 

当施設の従事者の職種、内容及び員数は次のとおりであり、必置職については法令の定める所による。  

職種 業務内容 勤務形態・人数 

医師 

        

通所リハビリテーションに携わる従業者の総括管理、指導

を行う。 

利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対

応を行う。 

常勤兼務  １人 

介護職員 

          

利用者の通所リハビリテーションサービス計画に基づく介

護を行う。 

常勤    ３人 

非常勤    1 人 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士    

医師、その他の職種の者と協働してリハビリテーション実

施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に

際し指導、管理を行う。 

常勤兼任  ３人 

非常勤兼任 １人 

  

管理栄養士 

 

利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態

の管理を行う。 

常勤兼任  １人 

事務職員  利用者に関わる介護保険請求事務等、必要な事務を行う。 常勤    ３人 

その他   運転、営繕、清掃等を行う。 常勤兼務   ２人 

 

６ 通常の事業の実施地域 

通常の事業の実施地域は加須市（旧北川辺町を除く）、羽生市とし、その他の地域の送迎はその都度協議 

を行うこととする。 

  

７ 営業日、営業時間及びサービス提供時間 

当施設の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

（１）営業日 毎週月曜日から土曜日までとする。但し、１２月３１日から１月３日を除く。 

（２）営業時間 午前８時４５分から午後１７時１５分 

（３）サービス提供時間 午前９時４５分から午後１６時１５分 

 

 



８ 通所リハビリテーションサービスの内容と費用 

（１）介護保険給付対象サービス 

 ア サービス内容 

種  類 内   容 

機  能  訓  練 

医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士により、通所リハビリ

テーション計画を作成するとともにリハビリテーションの実施、指導及び管理を

行い、生活機能の維持、向上、回復を目指します。 

＜当施設の保有するリハビリ器具＞ 

昇降式平行棒、歩行練習用階段、肩関節回旋運動器、滑車、肋木、エアロバイク、

昇降式スタンディングテーブル、サンディングボード、リカンベントバイク等 

入    浴 
寝たきり等の方も、器械を用いての入浴が可能です。また、入浴が困難な場合は

清拭等で対応します。 

食    事 

昼食 １１：４５～１２：３０ 

利用者の状況に応じて適切な食事介助を行うとともに、食事の自立についても適

切な援助を行います。 

健 康 状 態 チ ェ ッ ク 
体調管理、処置等は医師の指示により職員が行います。また、必要に応じて医師

が診察を行います。 

送    迎 リフト付き車両等でご自宅まで送迎を行います。 

延 長 サ ー ビ ス 
必要に応じて６時間以上８時間未満の通所リハビリテーション実施前後に日常生

活上の世話を行います。 

リハビリテーション

マ ネ ジ メ ン ト 

リハビリテーション会議を開催し、関係者が情報を共有し、医師が利用者・家族

にリハビリテーション計画について説明します。また、居宅介護支援専門員、居

宅サービス提供事業者等に対し、支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報

の提供等を行います。 

栄 養 改 善 
低栄養状態又はその恐れがある利用者に、個別的に栄養食事相談等の栄養管理を

行います。 

  

イ 費用 

  基準額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額が利用者の負担額になります【別紙１】。介護保

険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場

合、料金表の利用料金全額をお支払いください 

（２）介護保険給付対象外サービス  

利用料の全額を負担していただきます。 

 

９ 利用料等のお支払方法 

毎月１０日までに「料金表」に記載の金額を基に算定した前月分の利用料等を利用料明細書により請求いた

しますので、当施設事務所または銀行振り込みにてその月の末日までにお支払いください。 

 お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。 

 

１０  サービス内容に関する要望及び苦情等の相談窓口 

  当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、当施設の相談窓口までお気軽に



ご相談ください。また、ご意見箱での受付もしておりますのでご利用ください。責任を持って調査、改善を

させていただきます。 

当 施 設 お 客 様 相 談 窓 口 

支援相談員・介護支援専門員  近藤 健一（窓口責任者） 

 鈴木ひろみ 

ご利用時間 ９：００～１９：３０（担当者不在の場合は他職員が対応します。） 

ご利用方法 電話（０４８０－６１－３８１０） 

           面接（当施設相談室） 

ご意見箱（玄関脇に設置） 

  また、他の相談窓口として埼玉県国民健康保険団体連合会 ０４８－８２４－２５６８【苦情相談専用】 

              加須市役所高齢者福祉課    ０４８０－６２－１１１１【代表】 

              羽生市役所高齢介護課     ０４８－５６１－１１２１【代表】 

  があります。【入所、短期入所、通所リハビリテーション、介護予防事業共通となっています。】 

 

１１ 非常災害時の対策 

非常時の対応 

別途定める「介護老人保健施設ケア・ビレッジ シャローム消防計画」にのっとり対応を行います。 

また、防災訓練年２回（うち夜間想定１回）を利用者にも参加いただき実施します。 

防災設備は、スプリンクラー、 防火扉、避難階段 ２個所、 屋内消火栓、 自動火災報知機  

誘導灯、消火器、緩降機が備え付けられています。 

 

１２ 協力医療機関等 

 当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関にご協力いただいています。 

・協力医療機関 

    十善病院       加須市愛宕１－９－１６ 

    中田病院       加須市元町６－８ 

    騎西病院       加須市日出安１３１３－１ 

 

・協力歯科医院 

    馬橋歯科医院     加須市騎西３１－４ 

  

１３ 施設利用にあたっての留意事項  

居室・設備・器具の利用 施設内の居室や設備・器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反

したご利用により破損当が生じた場合、弁償していただくことがあります。 

喫煙・飲酒 施設内は全面禁煙です。 

飲酒は原則禁止です。 

迷惑行為等 けんか、口論、中傷、騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮くださ

い。 

金銭・貴重品の管理 施設では行わないため、自己管理とさせていただきます。紛失、破損等につ

いては一切の責任を負いかねます。 

宗教活動・政治活動 施設内では他の入所者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮くださ

い。 



その他 ・主治医からの指示事項等があった場合は申し出てください。 

・気分が悪くなったときは速やかに申し出てください。 

・気分不良によって通所リハビリテーションに適さないと判断される場合に

は、サービスの提供を中止することがあります。 

 

 １４ その他 

   施設利用についてご不明な点は、支援相談員にお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙１】≪介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーション利用料金表≫ 

＜介護予防通所リハビリテーション費＞※地域区分別１単位あたりの単価１０．３３円（６級地） 

 ア 基本利用料 

介護予防通所リハビリテ

ーション基本サービス費 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援１  ２，１２１円／月 ４，２４２円／月 ６，３６３円／月 

要支援２ ４，１３１円／月 ８，２６２円／月  １２，３９３円／月 

イ 加算 要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

① サービスの実施による加算 

加算の種類 要  件 
利用者負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

栄養改善加算（月） 低栄養状態またはその恐れのあ

る利用者に、多職種協働で栄養

改善サービスを行った場合 

２０７円  ４１４円 ６２０円 

② 加算の基準に適合していると県に届け出ている加算 

サービス提供体制 

加算（Ⅰ）イ 

介護職員の７０

パーセント以上

が介護福祉士の

場合 

要支援１ ９１円 １８２円 ２７３円 

要支援２ １８２円 ３６４円 ５４６円 

科学的介護推進体制

加算（月） 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状

態、口腔機能、認知症の状況その

他の利用者の心身の状況等に係

る基本的な情報を、厚生労働省に

提出し、必要に応じて通所リハビ

リテーション計画を見直すなど

必要な情報を活用している場合 

４２円 ８３円 １２４円 

介護職員処遇改善 

加算（Ⅱ） 

上記により算定した合計単位数×加算率３．４％が加算されます 

介護職員等特定処遇

改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算と同様に算定した合計単位数×加算率２．０％が加算され

ます 

介護職員等ベースア 

ップ等支援加算 

介護職員処遇改善加算と同様に算定した合計単位数×加算率１．０％が加算され

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜通所リハビリテーションサービス費（１日につき）＞※地域区分別１単位あたりの単価１０．３３円（６級地） 

 ア 基本利用料 

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

基本サービス費 

３－４時間 ６－７時間 

１割負担 ２割負担 ３割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護１ ４９９円 ９９８円 １，４９７円 ７３４円 １，４６７円 ２，２０１円 

要介護２ ５８０円 １，１５９円 １，７３９円 ８７２円 １，７４４円 ２，６１６円 

要介護３ ６５９円 １，３１８円 １，９７７円 １，００７円 ２，０１３円 ３，０１９円 

要介護４ ７６３円 １，５２５円 ２，２８７円 １，１６７円 ２，３３３円 ３，４９９円 

要介護５ ８６４円 １，７２７円 ２，５９１円 １，３２４円 ２，６４７円 ３，９７０円 

  

イ 加算 要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

① サービスの実施による加算 

加算の種類 要  件 
利用者負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

入浴介助加算(Ⅰ) 必要に応じて入浴介助

（見守りを含む）を行っ

た場合 

４２円／日 ８３円／日 １２４円／日 

 

リハビリテーション 

マネジメント加算 

（Ｂ）ロ（１） 

通所リハビリテーショ

ン計画を利用者又はそ

の家族に説明し、利用者

の同意を得た日の属す

る月から起算して６月

以内の期間のリハビリ

テーションの質を管理

した場合        

８９２円／月 

 

 

１，７８３円／月  

 

２，６７５円／月 

 

（Ｂ）ロ（２） 当該日の属する月から

起算して６月を超えた

期間のリハビリテーシ

ョンの質を管理した場

合                    

５６１円／月 １，１２２円／月 １，６８３円／月 

短期集中個別リハビリ

テーション実施加算 

退院、退所日又は認定日

から起算して３月以内 

１１４円／日 ２２８円／日 ３４１円／日 

認知症短期集中リハビ

リテーション実施加算  

（Ⅰ）  

 

退院（所）日又は通所開

始日から起算して３月

以内週２日を限度とす

る 

２４８円／日 

 

 

４９６円／日 

 

 

 

７４４円／日 

 

 

科学的介護推進体制加

算 

利用者ごとのＡＤＬ値、

栄養状態、口腔機能、認

知症の状況その他の利

用者の心身の状況等に

４２円／月 ８３円／日 １２４円／日 



係る基本的な情報を、厚

生労働省に提出し、必要

に応じて通所リハビリ

テーション計画を見直

すなど必要な情報を活

用している場合 

送迎を行わない場合 送迎を実施していない

場合 

－４９円／片道 －９７円／片道 －１４６円／片道 

 

②加算の基準に適合していると県に届け出ている加算 

サービス提供体制 

加算（Ⅰ） 

介護職員の７０パー

セント以上が介護福

祉士である場合 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

２３円／日 ４６円／日 ６９円／日 

介護職員処遇改善 

加算（Ⅱ） 

上記により算定した合計単位数×加算率３．４％が加算されます 

介護職員等特定処遇

改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算と同様に算定した合計単位数×加算率２．０％が加算されます 

介護職員等ベースア 

ップ等支援加算 

介護職員処遇改善加算と同様に算定した合計単位数×加算率１．０％が加算されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙２】 その他の費用 

施設は次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受ける事ができる。 

種類 内容 利用料 

食費 食事の提供に要する費用 昼食        ７１５円 

日常生活品費

（Ⅰ） 

(Ⅱ) 

 

おしぼり、ティッシュペーパー等の費用 

せっけん、シャンプー、バスタオル等入浴される方 

 

日額         ８０円 

日額        １００円 

教養娯楽費 

（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

 

クラブやレクリエーションで使用する折り紙、半紙、

花などの材料費用等です。 

 

４時間未満      ７０円 

４時間以上     １００円 

おやつ代 

 

施設で提供するおやつを召し上がる場合お支払いただ

きます。 

日額         ７０円 

 

利用者が選定する

特別な食事の費用 

通常の食事以外で特別メニュー設定時に特別メニュー

を選定された場合 

その都度、実費をいただきます 

理美容代 毎週火曜日に理容サービスをご利用いただけます。 １回      ２，６００円 

理美容時間中はサービス時間に

含まれません 

行事費 バス旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する教室

などの費用 

その都度、実費をいただきます 

おむつ代 施設で用意しているものを利用した場合 その都度、実費をいただきます 

  ※通常の実施地域を超えて行う事業に要した送迎の費用は、実施地域を超えた地点からの実費を徴収する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当事業者は、重要事項説明書に基づいて、〔介護予防〕通所リハビリテーションのサービス内容及び重要事項

を説明しました。 

 

令和  年   月   日 

 

事業者乙       住 所       埼玉県加須市岡古井７３番地  

 

事業者（法人）名  医療法人 藍生会  

 

事業所名      介護老人保健施設 ケア・ビレッジ シャローム  

 

（事業所番号）    １１５３８８００１０号  

 

代表者名      理事長 岡安 美紀生     印  

              

説明者       職名  

 

氏名              印  

 

 

 

 

 

私は、重要事項説明書に基づいて、〔介護予防〕通所リハビリテーションのサービス内容及び重要事項の説明を

受けました。  

 

令和  年  月  日 

 

利用者甲        住 所  

 

氏 名               印  

 

代理人（選任した場合）住 所  

 

氏 名               印   

 


